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くみやま生活応援ギフト事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた生活者支援及び地域経済の活性

化を目的として取り組むくみやま生活応援ギフト事業の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 商品券 前条に規定する目的を達成するために町が配布する金券をい

う。この場合において、すべての特定事業者で使用できる商品券を共通券、

小規模企業者でのみ使用できる商品券を専用券という。

(2) 特定取引 物品（有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除

く。）の購入又は役務の提供で、取引金額（消費税及び地方消費税を含む。）

が 500 円以上の場合に、500 円毎に商品券１枚で 500 円を割引きして行う取

引をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として第５条第４

項の規定により登録された者をいう。

(4) 小規模企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第５

項に規定する従業員 20 人（商業またはサービス業に属する事業を主たる事

業として営む者については５人）以下の事業者をいう。

（商品券の配布）

第３条 町は、令和８年１月１日において久御山町の住民基本台帳に記載され

ている者を対象に、１人当たり６枚（共通券４枚、専用券２枚）の商品券を配

布する。

（商品券の使用範囲等）

第４条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用する

ことができる。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 不動産、金融商品又はたばこ

(2) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの

(3) 健康保険による医療給付に係るもの

(4) 国税、地方税又は使用料等の公租公課若しくは収納代行サービスを利用

した各種料金の支払い

(5) 特定事業者が受け取った商品券の自己支払いへの充当

(6) 久御山町又は特定事業者が指定する物品又は役務

２ 商品券の使用期間は、令和８年２月 20 日から令和８年７月 31 日までの間

とする。

３ 商品券は、交換、売買、質入れ、チケット類販売業者への売却及びオークシ

ョンへの出品を行うことができない。
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４ 商品券は、現金又は他の金券類との引き換えを行うことができない。

５ 商品券の盗難、紛失又は滅失について、町長はその責任を負わない。

（特定事業者の登録）

第５条 特定事業者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町に登録を受けた

者とする。

(1) 町内に店舗等があること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条第１項第４号及び第５号に定める営業並びに同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

特定事業者の登録を受けることができない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者であるとき。

(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者であるとき。

(3) 久御山町暴力団排除条例（平成 25 年久御山町条例第 15 号）第２条第３

号に規定する暴力団員又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者である

とき。

(4) その他町長が不適当と認める営業を行う者であるとき。

３ 特定事業者の登録を希望する事業者は、くみやま生活応援ギフト特定事業

者登録申請書（様式第１号）を町長に提出するものとする。

４ 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、特定事業者の登録を行い、くみやま生活応援ギフト特定事業者登

録決定通知書（様式第２号）により当該事業者にその旨を通知するものとする。

５ 町長が特に必要と認めたときは、第１項の規定にかかわらず、特定事業者を

登録することができる。

（電子申請システムによる申請）

第６条 前条第３項に規定する申請は、電子申請システムを使用する方法によ

り行うことができる。

２ 前項の電子申請システムを利用して行われた申請については、前条第３項

に規定する方法により行われたものとみなす。

３ 第１項の電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、町の使用す

る電子申請システムへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。

（特定事業者の責務等）

第７条 特定事業者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 本事業のポスター、チラシ等を商品券使用者が認知しやすい場所に掲示

すること。

(2) 特定事業者が独自に商品券の使用の対象外となる商品等を定める場合

は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその旨を明示し、商品券使用者が認知で

きるようにすること。

(3) 他の割引企画との併用を不可又は特定事業者が実施する独自のポイン
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トサービスの加算対象外とする場合は、あらかじめ陳列棚、チラシ等にその

旨を明示し、商品券使用者が認知できるようにすること。

（特定事業者の登録の取消し）

第８条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消すことができる。

(1) 第５条第１項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第５条第２項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第７条各号に規定する特定事業者の責務等を果たさなかったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第５条の規定による登録を受け、又は第９

条の規定による協力金の支給申請を行ったとき。

（協力金の支給）

第９条 町は、特定取引が行われた場合には、関係特定事業者に対し、商品券１

枚につき 500 円を協力金として支払うものとする。

２ 前項の場合において、特定事業者は、くみやま生活応援ギフト事業協力金支

給申請書兼請求書（様式第３号。以下「支給申請書兼請求書」という。）に第

４条第２項に定める期間内の特定取引において受け取った商品券を添えて、

町長に協力金の支払いを申請するものとする。

３ 申請書の提出期間は、令和８年３月１日から令和８年８月 31 日までとする。

（支給決定等）

第 10 条 町長は、前条の規定による支給申請書兼請求書を受理したときは、速

やかに内容を審査し、その内容が適当と認められたときは、くみやま生活応援

ギフト事業協力金支給決定通知書（様式第４号）により当該申請をした者に通

知し、協力金を支給するものとする。

（支給決定の取消し等）

第 11 条 町長は、特定事業者が偽りその他不正な手段により協力金の支給を受

けたときは、支給決定した内容の全部又は一部を取り消し、支給した協力金の

全部又は一部の返還を命ずることができる。

（状況報告及び調査）

第 12 条 町長は、必要に応じて特定事業者に対し状況報告を求め、又は調査す

ることができる。

（その他）

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和７年 12 月 24 日から施行する。



様式第１号（第５条関係）

年 月 日

くみやま生活応援ギフト特定事業者登録申請書

（あて先）久御山町長

くみやま生活応援ギフトを取り扱いたいので、次のとおり特定事業者の登録を申請します。

申請はフォーム画面からも可能です ⇒

１ 店舗情報 【※太枠内の①～⑦の情報をもとに「使えるお店一覧」を作成し、ホームページ等

に掲載いたしますので、お間違えのないようにお願いします。】

２ 誓約書 【誓約と異なる事実が判明した場合、事業者登録を取り消します。】

当店は、くみやま生活応援ギフト事業実施要綱に定める、事業者登録の条件を全て満たしてい

ます。

申請者署名又は記名押印

店
舗

（ふりがな）

①店舗名（屋号）

②店舗住所
（〒 ― ）

久御山町

③営業時間
曜日・祝日等で異なる場合は、いずれも記入

④店休日

⑤電話番号

⑥店舗区分

どちらかに○をしてください 小規模企業者・小規模企業者以外

小規模企業者の条件：中小企業基本法第２条第５項に規定する従業員 20

人以下（卸売業・小売業・サービス業は５人以下）の事業者

※小規模企業者以外は商品券（共通券）しか利用できません

⑦取扱品目

（例）米穀、酒、食品、日用雑貨、飲料水、洋菓子、植木剪定、

美容院、弁当、仏具、焼肉、ラーメン、衣料品、自転車、家電

申
請
者

⑧事業者名
法人名 又は 個人事業主名を記入

⑨代表者名
法人のみ記入

⑩担当者名

⑪事業者住所
（〒 ― ） 法人は所在地、個人事業主は自宅住所を記入

⑫事業者電話番号

⑬登録決定通知書等郵送先 どちらかに○をしてください 店舗住所 ・事業者住所



様式第２号（第５条関係）

第 号

年 月 日

様

久御山町長 印

くみやま生活応援ギフト特定事業者登録決定通知書

年 月 日付けで申請のあった特定事業者の登録について、くみや

ま生活応援ギフト事業実施要綱第５条の規定により、下記のとおり決定します。

記

１ 特定事業者の内容

(1) 店舗名（屋号）

(2) 取扱品目

２ 登録期間

令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで



様式第３号（第９条関係）

年 月 日

（あて先）久御山町長

住所又は事業所所在地

商 号 又 は 名 称 印

氏名又は代表者氏名

くみやま生活応援ギフト事業協力金支給申請書兼請求書

くみやま生活応援ギフト事業実施要綱第９条の規定により、関係書類を添えて下記

のとおり協力金の支給を申請及び請求します。

記

１ 支給申請額

２ 添付資料 商品券（コピーは不可）

３ 振込先

円

商品券の合計額 利用期間

共通券× 枚＝ 円 年 月 日～ 年 月 日分

専用券× 枚＝ 円

金融機関名

銀 行

信用金庫 支店

農 協

預金種目 当座預金 普通預金

口座番号

フリガナ

口座名義



様式第４号（第 10 条関係）

第 号

年 月 日

様

久御山町長 印

くみやま生活応援ギフト事業協力金支給決定通知書

くみやま生活応援ギフト事業協力金について、審査の結果、下記のとおり支給

することに決定しましたので通知します。

記

１ 支給決定額

金 円

２ 支給方法

指定口座に振込み

３ 支給予定日

年 月 日


